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令和２年第３回吉田町議会定例会（令和２年９月１日開会） 

 

町 長 の 行 政 報 告 
 

 

令和２年第３回吉田町議会定例会の開会に当たり、町政運営の概要等につい

てご報告申し上げる前に、７月５日に発生しました川尻地内の工場火災につい

て触れさせていただきます。 

７月５日未明に発生しました工場火災は、翌朝の鎮火までおよそ３０時間燃

え続け、鉄骨２階建て倉庫兼作業所を全焼し、火元の確認に当たられた静岡市吉

田消防署の消防隊員３人と牧之原警察署の警察官１人の尊い命が奪われる大惨

事となってしまいました。殉職された方々は、日夜、市民奉仕に精励され、地域

住民の安全安心のために多大なる貢献をされてこられた方々でございます。 

これまでご尽力いただきましたことに深く感謝し、心からご冥福をお祈り申

し上げますとともに、ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます。 

この痛ましい火災から、まもなく２か月が経とうとしております。現在、現場

検証を終えた静岡県警察本部では、出火原因の特定を進めており、また、静岡市

消防局においては、再発防止に向けた事故調査委員会を設置し、倉庫火災対応マ

ニュアルの見直しや現場での初動対応などについて検証を進めているところで

ございます。町といたしましても、このような大惨事が二度と起こらぬよう関係

機関と連携、協力し、再発防止に向け、より一層の火災予防に取り組んでまいり

ます。 

さて、一旦は収束の兆しを見せた新型コロナウイルスは再び猛威を振るい、

東京都、大阪府、愛知県などの大都市を中心に全国で感染が拡大しております。

県内においても、浜松市、熱海市、富士市、静岡市、御殿場市など各地でクラス

ターの発生が相次いでおりますことから、静岡県では、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため独自に定めた６段階の感染警戒レベルを、７月末にレベル４

に引き上げ、県民に対し、感染リスクの高い行動の回避や県境をまたぐ不要不急

の移動に関する行動制限などの協力を求めております。 

こうした状況を踏まえ、町では、８月７日に第１１回吉田町新型コロナウイ

ルス感染症対策本部会議を開き、新たな対応方針「第５報」を決定し、町ホーム

ページで公開いたしました。この対応方針では、個人の感染防止策といたしまし

て、マスクの着用や新しい生活様式の徹底をお願いするとともに、感染リスクが
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高い地域への移動を避けるなど最大限の感染予防を呼び掛け、事業者の皆さま

に対しましては、業種別ガイドラインに沿った感染拡大防止策の徹底をお願い

しております。 

町といたしましては、日々状況が変化するコロナ禍においても町民の皆さま

の安全と安心を確保するため、これまで以上に緊張感を持って感染防止対策に

万全を期してまいります。 

それでは、これまで取り組んでまいりました新型コロナウイルス感染症への

対応及び本年度事業の進捗状況につきまして、ご報告申し上げます。 

はじめに、「感染症対策」についてでございます。 

５月に、国の新型コロナウイルス感染症専門家会議の提言において、再び感染

が拡大しないよう長丁場に備えた、「新しい生活様式」の具体的な実践例が示さ

れました。この提言を受け、町といたしましては、町民の皆さまの日常生活に「新

しい生活様式」を取り入れていただけるよう、「よしだちょう」を合言葉に説明

した啓発チラシ及び体温や行動歴などが記入できる「毎日健康チェックシート」

を作成し、各種事業の参加者などに配布したほか、幼稚園、保育園、小中学校を

通じて各家庭に配布するとともに、広報よしだやホームページ、情報発信アプリ

「よしポケＮＥＷＳ」により、広く活用を呼び掛けているところでございます。 

引き続き「手洗い」や「マスクの着用」といった基本的な感染症対策の徹底と

「３密回避」を含む新しい生活様式が、町民の皆さまの生活に定着するよう継続

的に周知してまいります。 

 次に、「生活の支援」のうち、特別定額給付金についてでございます。 

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として家計を支援する目的で実

施しました特別定額給付金事業につきましては、５月２１日から受付を開始し、

８月２０日をもって終了いたしました。当町における給付対象者は、最終的に 

１１，５８０世帯、２９，５５６人でございましたが、その内、９９．８％に当

たる、２９，５１１人の方から申請があり、その申請者全ての皆さまに対しまし

て、給付金の支給手続きが完了している状況でございます。 

そのほか、個人の生活支援といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影

響による休業や失業等によって収入が減少した世帯の資金需要に対応するため、

静岡県社会福祉協議会を実施主体として、新型コロナウイルス感染症を踏まえ

た生活福祉資金貸付制度における緊急小口貸付等の特例貸付を行っております。 

吉田町社会福祉協議会からは、この事業における昨年度の実績６件に対し、本年

度につきましては、７月末までに１０４件の申請があり、既に前年度を大幅に超

えている状況であると報告を受けております。 

 引き続き、９月末日まで申請を受け付けておりますので、今後も吉田町社会福

祉協議会と連携を図りながら、新型コロナウイルス感染症の影響で生活困窮が
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続いている方々への支援に努めてまいります。 

次に、町税の徴収猶予及び国民健康保険税の減免についてでございます。 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及

ぼす影響の緩和を図るため、本年４月３０日に地方税法等の一部を改正する法

律等が公布され、税制上の措置の一つとして、新型コロナウイルス感染症等に係

る徴収猶予の特例制度が創設されました。当町におきましても、広報よしだや町

ホームページを活用しながら周知を図っており、７月末現在の状況を申し上げ

ますと、猶予許可件数は９件、許可累計額は２３７万１，６００円でございます。 

また、町税と同様に国民健康保険税につきましても、新型コロナウイルス感染

症の影響により、一定程度収入が減少した被保険者等に対し保険税の負担軽減

を図るため、厚生労働省から国費による財政支援の基準が示され、税制上の措置

として新型コロナウイルス感染症等に係る減免措置の特例制度が創設されまし

た。なお、７月末現在の状況を申し上げますと、減免承認件数は１１件、承認累

計額は２３２万２，２００円でございます。 

次に、水道料金及び下水道使用料の徴収猶予についてでございます。 

水道料金及び下水道使用料につきましては、新型コロナウィルス感染症の影

響により一時的に支払いが困難となった個人・法人全ての皆さまを対象に、申し

出により本年２月及び３月分の水道料金及び下水道使用料の徴収を最長４か月

間猶予することといたしましたが、その後の社会情勢を踏まえ、４月分以降の水

道料金及び下水道使用料につきましても、同様に徴収を猶予することといたし

ました。 

 次に、「事業者への支援」のうち、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金に

ついてでございます。 

ゴールデンウイーク期間中に町及び県の休業要請に応じていただきました事

業者の皆さまに対して支給する、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金につ

きましては、申請期限を６月末までとしておりましたが、休業要請に応じていた

だきました９４事業者全てに対し、７月末までに協力金を支給させていただい

たところでございます。 

 次に、商工業振興事業費補助金についてでございます。 

 町では、新型コロナウイルス感染症により、深刻な経済的影響を受ける小規模

事業者の事業継続などを支援するため、吉田町商工会が実施しましたプレミア

ム付商品券事業に対して補助金を交付いたしました。 

５月３１日に販売を開始しましたこのプレミアム付商品券は、おおむね１週

間で完売し、７月３１日をもって使用期間が終了いたしました。吉田町商工会か

らは、発行総額３，０００万円のうち２，９８３万８，５００円が使用され、約

８０パーセントの対象店舗から事業効果があったという報告を受けております。 
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しかしながら、小規模事業者におきましては、この長引くコロナ禍において、

いまだ厳しい経営状況が続いております。こうした状況の中、町といたしまして

も、吉田町商工会と協議を重ね、町内の小規模事業者を支援するため、２回目の

プレミアム付商品券事業に補助金を交付することとし、本議会に提出を予定し

ております補正予算にこの内容を盛り込んでございます。 

次に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会教育施設等の再開につい

てでございます。３月から休止しておりました総合体育館のトレーニング室に

つきましては、感染予防対策を徹底し、利用時間及び利用人数の制限を設けた上

で、６月２日から再開しており、アリーナにおきましても、各種スポーツ大会が

徐々に開催され、賑わいが戻り始めています。学習ホールにつきましては６月２

日から、図書館のワークルームは７月２５日から、視聴覚ホールは８月１日から

利用人数に制限を設け、換気対策を講じながら順次再開しております。 

また、各種スポーツ教室等につきましては、７月から感染予防対策を講じなが

ら開始しております。なお、昨年度、町の部において準優勝の快挙を果たした静

岡県市町対抗駅伝競走大会については、１２月５日に開催が予定されており、本

年度は町の部優勝を目標に掲げ、７月から練習会をスタートさせたところでご

ざいます。 

公民館活動事業につきましては、生涯学習教室の１１月の開始に向け、書道や

フラダンスなど８４教室について、９月から募集を開始する予定でございます。 

以上が新型コロナウイルス感染症への対応についてでございます。 

続きまして、「災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり」に関連する事業

のうち、川尻工区における防潮堤の整備につきまして、ご報告申し上げます。 

川尻工区における防潮堤の整備につきましては、盛土工事が着々と進んでお

り、法面への植生なども行い、本年度中には背後盛土が完成する予定でございま

す。また、防潮堤の天端
て ん ば

道
みち

及び陸側の側道につきましても、測量や設計などの準

備を進めているところでございます。 

今後も、国・県と連携を図りながら、早期完成を目指し整備を進めてまいりま

す。 

次に、吉田漁港多目的広場の整備についてでございます。 

吉田漁港多目的広場の盛土工事についてはおおむね完了し、本年度につきま

しては防潮堤との取り合い部分の整備を進めております。現在、防潮堤との取り

合い部分における盛土工事に着手し、１１月末の完成に向けて順調に工事を進

めており、その工事に伴い不要となる第９陸閘の撤去工事は、８月に完了してお

ります。なお、管理道を整備する付帯施設工事につきましては、１０月中旬の契

約に向けて準備を進めている状況でございます。 
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次に、新たな洪水ハザードマップの作成についてでございます。 

平成２７年５月の水防法改正により、国や県が想定最大規模の降雨を対象と

した洪水浸水想定区域図を公表したことを受け、当町におきましても既存の洪

水ハザードマップの見直しが必要になりましたことから、本年度中に国の交付

金事業を活用し新たな洪水ハザードマップを作成するため、昨日８月３１日に

業務委託契約を締結したところでございます。洪水予報等の伝達方法や避難場

所、洪水時において迅速に避難するために必要となる情報を記載した新たな洪

水ハザードマップは、来年３月までに広く公表し、洪水時における避難行動の一

助として町民の皆さまにご活用いただく予定でございます。 

次に、治水対策推進事業についてでございます。 

昨年度から実施しております、住吉地区における浸水対策計画の策定につき

ましては、基礎調査がおおむね完了したところでございます。早期に計画が策定

できるよう、引き続き、県と調整を図りながら事務を進めてまいります。 

また、川尻地区の榛南幹線と大幡川幹線との交差点付近で生じている道路の

冠水につきましては、本年度中の対策工事完了を目指し、現在、測量設計を進め

ているところでございます。 

次に、河川改修事業についてでございます。 

本年度は、川尻地区の大幡川において不明橋の撤去を行い、片岡地区の大窪川

におきましては、昨年度実施した箇所の上流部につきまして護岸整備を進めて

いく予定でございます。いずれの工事も出水期明けに着手できるよう準備を進

めているところでございます。 

次に、木造住宅の耐震化プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」事業についてでご

ざいます。 

「ＴＯＵＫＡＩ－０」事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のために自粛しておりました戸別訪問を、対応策を講じて６月末から再開

し、旧耐震基準で建築された住宅４０戸を訪問いたしました。７月末現在で無料

耐震診断に３件、耐震補強工事に２件、ブロック塀等の撤去に１３件の申込みを

いただいております。また、静岡県と静岡県建築士会の協力を得ながら、本度末

までに１６５戸への訪問を予定しており、助成制度の拡充を周知するとともに、

耐震の必要性を戸別に説明することで、ブロック塀等撤去事業を含めた耐震補

強の必要性を呼び掛け、地震に強いまちづくりを推進してまいります。 

次に、消防団車両の更新についてでございます。 

 地域消防力の充実・強化を図ることを目的とした消防ポンプ車の取得につい

て、先の第２回議会定例会においてお認めいただき、本契約を締結いたしました。

取得した消防ポンプ車につきましては、本年度末までに第２分団に配備する予

定でございます。 
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今後も、消防団の災害対応能力の向上を図り、地域に密着した消防機関として

その中核的な役割を果たせるよう消防防災体制の強化を図ってまいります。 

続きまして、「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり」に関連する事業

のうち、ロタウイルスワクチンの定期接種について、ご報告申し上げます。 

本年１月の予防接種法の改正により、１０月１日から乳幼児期の重い急性胃

腸炎の原因となるロタウイルス感染症の定期予防接種が開始されます。当町に

おきましても、１０月１日からの円滑な実施に向け関係機関と調整しており、対

象の皆さまには、他の定期予防接種と併せて、新生児訪問時などに個別のお知ら

せをしているところでございます。 

予防接種につきましては、新型コロナウイルス感染症流行の中、医療機関を受

診することに不安を感じられる方もいらっしゃるのではないかと推測しますが、

予防接種を控えることは、ワクチンで防げる他の病気にかかるリスクを高めて

しまうことになるため、適切な時期に予防接種を受けていただけるよう、今後も

関係機関と連携し周知を図ってまいります。 

次に、第９次吉田町高齢者保健福祉計画及び第８期吉田町介護保険事業計画

の策定についてでございます。 

この計画は、介護サービスの基盤整備や介護予防・健康づくり施策の充実・推

進、認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進などに加え、災害や感染症

対策に係る体制整備等を盛り込んだ国の基本方針に即し、３年を１期として定

めるものでございます。こうした国の方針を踏まえ、８月２７日に第１回目の吉

田町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会を開催し、高齢者を

取り巻く現状などをご説明させていただくとともに、町が実施しました「高齢者

の生活と意識に関するアンケート調査」の結果に基づき、委員の皆さまから認知

症の具体的な対策等について貴重なご意見をいただきました。 

今後も委員の皆さまにご意見を伺いながら、当町の将来像を見据え、国の方針

に沿った計画の策定に取り組んでまいります。 

 次に、第６期吉田町障害福祉計画及び第２期吉田町障害児福祉計画の策定に

ついてでございます。 

この計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、障害者の自立支

援の観点から地域生活への移行や就労支援といった課題に対応することなどを

盛り込んだ国の基本指針に即し、静岡県内全ての自治体が各圏域の実情を踏ま

えながら定めるものでございます。現在、福祉関係事業所とともに、令和３年度

から令和５年度までの各年度における障害福祉サービスについて、種別ごとに

必要なサービス見込量を確保するための施策などについて検討しており、今後

は、吉田町障害者児福祉推進委員会において、委員の皆さまのご意見もいただき

ながら「障害者が安心して自立した生活ができるまち」を目指して計画の策定を
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進めてまいります。 

続きまして、「魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり」に関連する事業の

うち、公共交通計画の策定についてご報告申し上げます。 

当町に適した新たな公共交通システムの構築に関しましては、昨年度は名古

屋大学に委託し、当町における公共交通の実態の把握と、地区ごとに町民の皆さ

まにご参加いただきました「地域公共交通に係る住民懇談会」により、公共交通

利用状況と公共交通に対するニーズの把握を行っております。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で予定より若干遅れている状況

でございますが、地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用し、昨年度同様、

名古屋大学と連携し交通事業者等へのヒアリングを行った上で、当町に適した

新たな公共交通システムの提案を含めた計画の策定を着実に進めてまいります。 

 次に、多文化共生総合相談窓口についてでございます。 

 当町の総人口に占める外国人人口の割合が年々増加している状況の中、外国

人が安心して暮らすことができる環境の整備に向け、国の外国人受入環境整備

交付金を活用し、６月１日に「吉田町多文化共生総合相談窓口」を開設いたしま

した。この窓口では、多文化共生コーディネーターとして外国語通訳２人を配置

し、役場を訪れる外国人住民の皆さまがスムーズに相談等ができるよう関係課

とも調整を図っております。開設から２か月が経過し、新型コロナウイルス感染

症に関連した特別定額給付金の申請手続きを含めまして、７月末までに４４２

件の相談等に対応しております。 

今後も相談窓口業務の充実を図り、外国人住民の皆さまに寄り添った相談体

制を継続してまいります。 

 次に、ふるさと納税推進事業についてでございます。 

ふるさと納税につきましては、令和元年６月１日から、総務大臣による「ふる

さと納税に係る指定制度」の運用が始まり、この指定制度に基づきまして、産業

振興による町のプロモーションの視点で推進に取り組んでおり、昨年度は、全国

の寄附者の皆さまから６億２，００８万５千円もの貴重なご寄附をいただいて

おります。 

 本年度の状況でございますが、三越伊勢丹が運営するふるさと納税ポータル

サイトによる寄附の受付を７月から新たに開始するなど、昨年度に引き続き、寄

附受入窓口の拡大に取り組んでおり、７月末までの寄附額は１億９，１７０万円

で、昨年度同時期と比較して、約３４パーセント増加しております。 

 今後も、より多くの方からご寄附いただけますよう、返礼品のさらなる充実に

取り組んでまいります。 

次に、大幡川幹線の道路改良事業についてでございます。 

現在、東名高速道路から主要地方道吉田大東線までの延長約１キロメートル
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区間における事業着手に向けて調整を進めているところでございますが、新型

コロナウイルス感染症対策のため、延期しておりました地元の皆さまとの意見

交換を７月３日に開催いたしました。 

引き続き、関係者や地元の皆さまとの意見交換を重ね、関係機関と連携を図り

ながら事業着手に向けて準備を進めてまいります。 

次に、町道町上３号線の道路改良事業についてでございます。 

本事業は、地権者の皆さまのご協力のもと、９月中に川尻小山地区の大幡川尻

２号線と大幡川幹線とを結ぶ延長約８４メートルの道路整備工事に着手し、本

年度末までには道路の供用を開始する予定でございます。 

 続きまして、「次代を担う心豊かな人を育むまちづくり」に関連する事業のう

ち、「吉田町教育元気物語 ＴＣＰ Ｔｒｉｗｉｎｓ Ｐｌａｎ」の本年度における

主な事業につきまして、ご報告申し上げます。 

 まず、「子どもの『確かな学力』を保障する環境づくり」のうち、「ＩＣＴ環境

の充実」として進めている２つの事業についてでございます。1つ目は、町内の

全小中学校の普通教室などへのＷⅰ－Ｆⅰ環境の整備、２つ目は児童生徒１人

１台の学習者用端末の整備でございます。この２つの事業につきましては、現在、

国が進めております「ＧＩＧＡスクール構想」の一環として、文部科学省の補助

金を活用し実施しております。 

１つ目の全小中学校へのＷⅰ－Ｆⅰ環境の整備につきましては、本工事の実

施に必要な設計業務が７月６日に完了いたしました。今後は、本年度末までに町

内小中学校の普通教室などに無線ＬＡＮ環境を整備し、情報通信ネットワーク

環境を整えてまいります。２つ目の、児童生徒１人１台の学習者用端末整備につ

きましては、第１段階といたしまして、町内の小中学校における全校児童生徒数

の３分の１に当たる８０３台の購入に向けて昨日８月３１日に入札を実施し、

本年度中に整備してまいります。 

なお、令和２年度文部科学省補正予算において、新型コロナウイルス感染症対

策として、端末の整備スケジュールを加速するための予算が盛り込まれ、当町と

いたしましても、令和２年度からの３年間で整備を考えておりました計画を前

倒しし、本年度中に整備できるよう準備を進めているところでございます。 

 次に、「保護者の教育ニーズに応じた環境づくり」の 1つとして進めておりま

す公設学習塾についてでございます。 

公設学習塾につきましては、例年５月に開始しておりましたが、本年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により、昨日８月３１日から開始したところでご

ざいます。実施内容につきましては、小学校は、休校期間中に実施予定であった

学習内容を中心に各校ともに計７回開催する予定でございます。また、中学校に

ついては、ＡＩドリルを活用した個々のレベルに応じた学習内容を中心に、計２



9 

 

１回開催する予定でございます。 

新型コロナウイルスの感染状況が予断を許さない中ではありますが、町内各

小中学校では１６日間の夏休みを経て、８月２４日から２学期がスタートし、学

校生活が無事に再開されております。教育委員会では、１学期同様、児童生徒が

安心して学校生活を送ることができるよう、引き続き、心のケアにも配慮しなが

ら、感染症対策や学力向上に係る取組を進めていくこととしております。 

続きまして、「豊かな自然と共生するまちづくり」に関連する事業のうち、上

水道事業につきまして、ご報告申し上げます。 

 上水道の整備につきましては、静岡県生活基盤施設耐震化等補助金を活用し

て送・導水管の耐震化を進めている基幹管路耐震化事業、配水池から災害時の応

急給水拠点となる公共施設や避難所までの管路を耐震化する耐震ネットワーク

事業、漏水事故等による被害軽減及び有収率向上を図るための老朽管布設替事

業、他の事業に伴う配水管の布設替等の事業を進めているところでございます。 

工事の発注状況につきましては、予定している７件のうち、すでに発注済みの

３件は順調に進んでおり、残る工事につきましても発注に向けて準備を進めて

いるところでございます。 

次に、公共下水道事業についてでございます。 

公共下水道の整備につきましては、社会資本整備総合交付金を活用し、国庫補

助事業として事業を進めております。浄化センターにつきましては、ストックマ

ネジメント計画に基づく予防保全型の施設管理として実施する機械設備更新工

事並びに、これら水処理設備及び監視制御設備に関連する電気機器の更新工事

を、令和元年度及び令和２年度の２か年で実施しており、本年度も継続して両工

事を実施しているところでございます。また、機械設備更新工事における機器撤

去に合わせて実施します反応タンク耐震補強工事につきましても、既に発注を

終えており、相互に調整を図りながら工事を進めております。 

管渠建設につきましても、社会資本整備総合交付金を活用して片岡２号汚水

幹線工事及び既設管路施設耐震補強工事を実施しておりますが、このうち、片岡

２号汚水幹線工事につきましては、債務負担行為の手法を活用し、年度当初から

４つの工区の工事に着手しており、１０月末までに全ての工区において工事が

完了する見込みでございます。 

吉田町公共下水道事業経営戦略の策定につきましては、公共下水道事業の経

営の健全化、効率的な事業運営及び経営基盤の強化を図るため、令和元年度及び

令和２年度の２か年で、吉田町公共下水道事業経営戦略の策定を進めておりま

す。この経営戦略の策定に当たりましては、有識者等からなる審議会を設置し、

内容をご審議いただくこととしており、７月１４日に第１回の審議会を開催し

たところでございます。審議会の会長につきましては、全国の地方公営企業政策
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に精通し、総務省の地方公営企業等経営アドバイザーでもある、北海道大学大学

院公共政策学研究センター研究員の遠藤
えんどう

誠作
せいさく

氏が就任され、審議会委員の皆さ

まの意見を取りまとめていただくとともに、ご指導をいただきながら、より良い

経営戦略の策定に努めてまいります。 

続きまして、「行政と住民が一体となって取り組むまちづくり」に関連する事

業のうち、第４次男女共同参画プランの策定についてご報告申し上げます。 

当町では、男女共同参画を推進するため、平成２８年度に第３次吉田町男女共

同参画プランを策定し、ワーク・ライフ・バランスや職場における女性活躍の推

進など男女共同参画に関する様々な施策に取り組んでおります。 

この第３次プランが令和２年度をもって計画期間が終了しますことから、本

年度はこれまでの進捗状況を検証するとともに、働き方改革関連法の施行や新

型コロナウイルス感染症の影響による在宅勤務の増加など生活様式の変化、性

の多様性の理解促進などといった男女共同参画を取り巻く社会情勢の変化を踏

まえ、外部組織であります吉田町男女共同参画プラン検討委員会の委員の皆さ

まからご意見等を伺いながら、本年度中の第４次プラン策定に向けて取り組ん

でまいります。 

以上、本年度事業について進捗状況をご報告させていただきました。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症が全国的に蔓延し、社会経済に大きな打

撃を与え、当町の運営も大きく影響を受けております。 

第１回議会定例会の施政方針において、機構を含めた行財政改革に伴うゼロ

ベース検証を行うと申し上げたところではございますが、このコロナ禍におい

て、町政をどのように運営していくべきか方向性を定めることが困難な状況の

中、まずは来年度の予算編成をどのように組み立てていくかということが最重

要課題であると認識し、現時点においてはゼロベース検証を拙速に実施するべ

きでないと判断いたしました。このような状況ではございますが、今後につきま

しては、来年度以降に向けた実施計画策定において来年度の行財政状況を見据

え、方針を議論しながら計画を策定し、予算編成を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

また、こうした社会情勢が厳しい中にありましても、町は常に、住民福祉の向

上と町の発展を第一とし、引き続き、住民サービスを低下させぬよう着実に事業

を進めるとともに、このコロナ禍の先にある吉田町の姿を町民の皆さまにお示

しできるよう、後ずさりせず積極果敢に各種業務に取り組んでまいります。 

町民の皆さまをはじめ、議員各位におかれましては、こうした当町の姿勢をご

理解いただき、町政運営に対するより一層のご支援、ご協力を賜りますことをお

願い申し上げ、本定例会の行政報告といたします。 


